
鹿鹿児児島島県県高高圧圧ガガスス容容器器適適正正管管理理指指針針  

  
１１  目目的的  
    ここのの指指針針はは，，高高圧圧ガガスス保保安安法法にに基基づづきき，，高高圧圧ガガススをを取取りり扱扱うう事事業業者者（（高高圧圧
ガガスス供供給給事事業業者者，，消消費費事事業業者者及及びび関関係係団団体体））がが高高圧圧ガガスス容容器器のの適適正正管管理理及及びび
放放置置さされれたた高高圧圧ガガスス容容器器をを迅迅速速かかつつ適適正正にに処処理理すするる等等，，自自主主保保安安活活動動のの促促進進
をを図図るるここととにによよりり，，放放置置容容器器等等にによよるる高高圧圧ガガススのの災災害害をを防防止止しし，，県県民民のの安安心心・・
安安全全なな生生活活をを確確保保すするるここととをを目目的的ととすするる。。  

  
２２  適適用用範範囲囲  
    ここのの指指針針はは，，容容器器（（高高圧圧ガガスス保保安安法法（（昭昭和和２２６６年年法法律律第第２２００４４号号））第第４４１１
条条にに規規定定すするる容容器器でで内内容容積積１１リリッットトルル以以上上のの容容器器ををいいうう。。））をを使使用用ししてて高高圧圧ガガ
ススをを供供給給すするる事事業業者者（（製製造造事事業業者者，，販販売売事事業業者者））及及びび消消費費すするる事事業業者者ににつついい
てて適適用用すするる。。  

  
３３  用用語語のの定定義義  
（（１１））放放置置容容器器  

現現にに所所有有者者又又はは消消費費者者がが管管理理ししててなないい状状態態ににああるる高高圧圧ガガスス容容器器ををいいうう。。  
（（２２））高高圧圧ガガスス供供給給業業者者  

高高圧圧ガガススのの製製造造，，販販売売をを事事業業ととすするる者者ををいいうう。。  
  （（３３））高高圧圧ガガスス消消費費事事業業者者  
                高高圧圧ガガスス容容器器にに充充ててんんさされれたた高高圧圧ガガススをを消消費費すするる者者ををいいうう。。たただだしし，，

「「液液化化石石油油ガガススのの保保安安のの確確保保及及びび取取引引のの適適正正化化にに関関すするる法法律律」」（（昭昭和和４４２２
年年  法法律律第第１１４４９９号号））第第２２条条第第２２項項にに規規定定すするる「「一一般般消消費費者者等等」」をを除除くく。。  

  （（４４））関関係係団団体体等等  
        鹿鹿児児島島県県高高圧圧ガガスス保保安安協協会会，，そそのの他他のの高高圧圧ガガスス保保安安団団体体，，高高圧圧ガガスス消消

費費事事業業者者でで組組織織すするる団団体体等等ををいいうう。。  
  
４４  高高圧圧ガガスス供供給給事事業業者者ががととるるべべきき措措置置  
  ①①  高高圧圧ガガスス容容器器のの受受入入れれ及及びび引引渡渡しし台台帳帳をを整整備備しし，，高高圧圧ガガスス容容器器のの管管理理をを

適適正正にに実実施施すするるこことと。。  
  ②②  高高圧圧ガガスス容容器器はは原原則則貸貸与与すするるここととととしし，，ままたた，，常常時時そそのの所所有有者者及及びび連連絡絡
先先がが明明確確にに識識別別ででききるるよようう管管理理すするるこことと。。  

  ③③  使使用用済済みみのの高高圧圧ガガスス容容器器のの回回収収をを迅迅速速にに行行いい，，高高圧圧ガガスス消消費費事事業業者者かからら
依依頼頼ががあありり，，ガガスス名名及及びび所所有有者者をを特特定定ででききるる場場合合ににああっっててはは，，自自社社取取扱扱いい



容容器器以以外外のの容容器器ででああっっててもも速速ややかかにに原原則則 1144日日以以内内にに回回収収すするるこことと。。ここのの場場
合合，，回回収収ししたた自自社社取取扱扱いい容容器器以以外外はは，，所所有有者者にに返返却却すするる措措置置ををととりり，，返返却却
ででききなないい場場合合はは，，高高圧圧ガガスス関関係係団団体体等等へへ連連絡絡すするるこことと。。  

  ④④  残残ガガススののああるる容容器器ででああっっててもも引引渡渡しし後後，，原原則則 66 ヶヶ月月以以上上高高圧圧ガガスス消消費費事事
業業所所にに留留置置ししなないいこことと。。（（ババルルクク容容器器はは除除くく））  

  ⑤⑤  高高圧圧ガガスス容容器器のの外外面面腐腐食食がが懸懸念念さされれるる高高圧圧ガガスス消消費費事事業業者者ににはは，，高高圧圧ガガ
スス容容器器のの貯貯蔵蔵方方法法及及びび取取扱扱方方法法ににつついいてて指指導導をを行行ううこことと。。  

  ⑥⑥  従従業業員員ににつついいててはは，，年年にに１１回回以以上上，，高高圧圧ガガスス保保安安法法にに関関すするる保保安安教教育育をを
実実施施すするるこことと。。  

  ⑦⑦  容容器器引引渡渡後後，，年年にに 22 回回以以上上消消費費事事業業所所ににおおけけるる高高圧圧ガガスス容容器器のの管管理理状状況況
をを確確認認しし，，必必要要なな指指導導をを行行うう。。  

  ⑧⑧  事事故故発発生生時時（（容容器器のの紛紛失失・・盗盗難難をを含含むむ。。））にに高高圧圧ガガスス保保安安法法第第６６３３条条にに基基
づづきき関関係係機機関関にに速速ややかかにに通通報報ででききるる連連絡絡体体制制をを整整備備すするるこことと。。    

  
５５  高高圧圧ガガスス消消費費事事業業者者ののととるるべべきき措措置置  
①①  事事業業所所はは，，高高圧圧ガガスス容容器器管管理理台台帳帳をを整整備備しし，，常常にに高高圧圧ガガスス容容器器のの受受けけ払払
いい状状況況等等をを管管理理すするるこことと。。  
②②  事事業業所所はは，，高高圧圧ガガススにに関関すするる保保安安管管理理組組織織をを設設けけてて高高圧圧ガガスス容容器器管管理理責責  
任任者者をを配配置置すするるこことと。。  
③③  高高圧圧ガガスス容容器器はは一一定定のの場場所所でで管管理理しし，，毎毎日日作作業業開開始始時時及及びび作作業業終終了了時時にに
高高圧圧ガガスス容容器器管管理理者者がが管管理理状状況況をを確確認認すするるこことと。。  
④④  使使用用済済みみのの高高圧圧ガガスス容容器器はは，，直直ちちにに高高圧圧ガガスス販販売売事事業業者者にに返返却却すするるこことと
ととしし，，残残ガガススののああるる容容器器ででああっっててもも容容器器設設置置後後，，原原則則 66ヶヶ月月以以上上留留置置ししなな
いいこことと。。（（ババルルクク容容器器はは除除くく））  
ままたた，，自自己己所所有有容容器器にに関関ししててはは，，今今後後使使用用すするる予予定定のの無無いいもものの及及びび長長期期
間間貯貯蔵蔵しし，，外外面面腐腐食食等等がが進進んんででいいるる場場合合はは速速ややかかにに販販売売店店にに回回収収依依頼頼すするる
こことと。。  
⑤⑤  事事業業所所でではは，，湿湿気気，，水水滴滴等等がが付付着着しし高高圧圧ガガスス容容器器のの外外面面腐腐食食がが進進行行すするる
環環境境にに保保管管ししなないいこことと。。  
⑥⑥  事事業業所所のの従従業業員員（（高高圧圧ガガスス容容器器管管理理責責任任者者もも含含むむ。。））にに対対ししてて，，１１年年間間をを
通通じじてて 11回回以以上上高高圧圧ガガスス保保安安にに関関すするる教教育育をを実実施施すするるこことと。。  
⑦⑦  事事故故発発生生時時（（容容器器のの紛紛失失・・盗盗難難をを含含むむ。。））にに高高圧圧ガガスス保保安安法法第第６６３３条条にに基基
づづきき関関係係機機関関にに速速ややかかにに通通報報ででききるる連連絡絡体体制制をを整整備備すするるこことと  

  
６６  放放置置容容器器をを処処理理すするるたためめのの措措置置  
  ①①  高高圧圧ガガスス供供給給事事業業者者及及びび関関係係団団体体等等はは，，放放置置容容器器をを発発見見ししたた場場合合にに迅迅速速



かかつつ適適正正にに処処理理すするるたためめにに次次のの措措置置ををととるるよよううにに努努めめななけけれればばななららなないい。。  
  
    アア  放放置置容容器器のの処処理理体体制制をを確確立立すするるこことと。。  
    イイ  放放置置容容器器をを発発見見ししたた者者かからら速速ややかかにに通通報報をを受受けけるる体体制制をを確確立立すするるこことと。。  
    ウウ  アア及及びびイイににつついいてて高高圧圧ガガスス消消費費事事業業者者にに対対しし周周知知すするるこことと。。  
  
  ②②  高高圧圧ガガスス供供給給事事業業者者ははここのの指指針針のの目目的的をを達達成成すするるたためめ，，次次のの措措置置ををととるる

よよううにに努努めめななけけれればばななららなないい。。  
  
      放放置置容容器器をを発発見見ししたた者者かからら回回収収依依頼頼ががああっったた場場合合ににはは，，自自ららのの所所有有ででなな

いい容容器器ででああっっててもも速速ややかかにに回回収収すするるこことと。。  
      ななおお，，自自ららのの所所有有ででなないい容容器器をを回回収収ししたた場場合合はは，，関関係係団団体体等等をを通通じじ所所有有
者者にに返返却却すするる措措置置ををととるるこことと。。  

  
  ③③  高高圧圧ガガスス消消費費事事業業者者ははここのの指指針針のの目目的的をを達達成成すするるたためめ，，次次のの措措置置ををととるる

よよううにに努努めめななけけれればばななららなないい。。  
  
      工工事事現現場場等等ににおおいいてて放放置置容容器器をを発発見見ししたた場場合合はは，，速速ややかかにに高高圧圧ガガスス供供給給

業業者者及及びび関関係係団団体体等等にに連連絡絡すするるこことと。。  
  
７７  附附則則  
    ここのの指指針針はは，，平平成成２２４４年年１１月月２２５５日日かからら施施行行すするる。。                                    


